仕様書（案）

１　委託件名
　　福岡市福祉・介護職員等処遇改善加算関係書類受付等業務

２　目的
障がい福祉サービス事業所等からの福祉・介護職員等処遇改善加算関係書類受付等業務のうち、書類の精査や事務作業等に時間を要する業務を外部委託することにより、業務効率化を図るもの。

３　履行期間　令和8年４月１日から令和８年11月30日まで
　　
４　履行場所
　　受注者が確保する執務室（業務を行う場所）

５　委託業務内容
（１）処遇改善計画書及び実績報告書に関連する問合わせ対応 
受注者は、処遇改善加算等計画書及び実績報告書の作成に関する、障がい福祉サービス事業所等からの問合わせを電子メールで対応する。
（２）届出の受付
受注者が障がい福祉サービス事業所等から直接受け付ける。受付方法は、オンラインによる届出を原則とする。
（３）書類審査
受領した書類の形式審査、書類不備における補正指示・不備解消を行う。なお、障がい福祉サービス事業所等との対応記録を残すこと。
（４）届出状況等の把握
　「（別紙１）令和〇年度　福祉・介護職員等処遇改善加算リスト(届出＆報告)」により、審査状況・申請内容等について随時状況を把握し、発注者からの問い合わせに対し速やかに回答すること。
（５）処遇改善計画書及び実績報告書の届出勧奨
提出対象障がい福祉サービス事業所等のうち、未提出の障がい福祉サービス事業所等へ連絡をし、処遇改善計画書及び実績報告書の提出を依頼する。
（６）審査状況の掲示
　届出を行った障がい福祉サービス事業所等が、届出の審査状況（審査中、差戻中、審査終了等）を確認できるWebページ等を別途作成すること。
（７）発注者への成果物等の提出
　「②スケジュール」に示す期日に、発注者へ「６　成果物」を提出する。
また、提出方法については、障がい福祉サービス事業所等からの提出された電子データ及び対応記録を整理し、「（別紙１）令和〇年度　福祉・介護職員等処遇改善加算リスト(届出＆報告)」と併せて電子データにより納品する。
（８）その他届出受付審査の実施に必要な業務

②スケジュール（予定）
	業務内容
	遂行時期

	処遇改善計画関係業務
（４月・５月算定開始分）
	受付
	４月初旬～４月中旬

	
	未提出事業所への勧奨
	４月中旬～数日

	
	書類審査
	４月初旬～５月下旬

	
	審査途中結果報告
	4月下旬

	
	発注者へ成果物等の提出
	５月下旬

	実績報告関係業務
	受付
	６月下旬～７月下旬

	
	書類審査及び未提出事業所への勧奨
	７月下旬～11月下旬

	
	発注者へ成果物等の提出
	11月下旬



＜予定届出件数＞
　　処遇改善計画関係業務：約650件
　　実績報告関係業務　　：約650件

6　成果物
　各委託業務の履行期間の最終日に以下を福岡市へ納品すること。
　　＜処遇改善計画関係業務＞
1 処遇改善計画書
2 処遇改善計画書に付随する事業者から提出された紙資料及び電子データ資料
3 「（別紙１）令和〇年度　福祉・介護職員等処遇改善加算リスト(届出＆報告)」
※審査に必要な項目は、審査開始前に項目を追加することがある。
4 対応記録

＜実績報告関係業務＞
1 実績報告書
2 実績報告書に付随する事業者から提出された紙資料及び電子データ資料
3 「（別紙１）令和〇年度　福祉・介護職員等処遇改善加算リスト(届出＆報告)」
※審査に必要な項目は、審査開始前に項目を追加することがある。
4 対応記録

　7　その他留意事項
（１）従事者の人件費等を含め、本事業に要する費用は、全て委託金額内に収めること。
（２）福岡市から貸与するデータを許可なく複写または複製してはならない。
（３）本業務の履行により発生した著作権は福岡市に帰属するものとする。
（４）受注者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の諸権利を
　　侵害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を侵害してい
た場合に生じる問題の一切の責任を負うものとする。
（5）個人情報及び情報資産の取り扱いについては、「（別紙２）個人情報・情報資産取扱特記事項」を順守すること。
（６）本仕様書に疑義が生じたとき又は定めのない事項や細部の業務内容ついては、必要に応じて本市及び受注者は信義誠実の原則に従い協議して定めるものとする。
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